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宮城県新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関等設備整備事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 県は、新型コロナウイルス感染症患者の入院に対応する医療機関（以下「入院医療機関」という。）

が必要な資機材を整備するための経費及び入院医療機関に患者を搬送する消防機関（以下「消防機関」

という。）が使用する個人防護具の経費等について、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）実施要綱（令和５年９月２９日付け医政発０９２９第２３号、感発０９２９第３号、医薬発０

９２９第１２号）により、当該医療機関等に対し、予算の範囲内において、宮城県新型コロナウイル

ス感染症患者入院医療機関等設備整備事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、

その交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （交付対象等） 

第２ 補助金の交付対象となる経費及び基準額は次のとおりとする。また、算出された額に千円未満の

端数が生じた場合にはこれを切り捨てた金額を交付額とする。 

（１）次の表の基準額の欄に定める額と補助対象経費の欄に定める実支出額とを比較し、いずれか少 

ない方の額を選定する。 

（２）（１）により選定された額の合計と総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除し

た額とを比較し、いずれか少ない方の額を交付額とする。 

基  準  額 補 助 対 象 経 費 

次により算出された額の合計額 

（１） 新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需

要品（消耗品）及び備品 

    133,000 円×厚生労働大臣が必要と認めた整備病床数 

（２） 人工呼吸器及び付帯する備品 

5,000,000 円×厚生労働大臣が必要と認めた台数 

（３） 個人防護具 

3,600 円×厚生労働大臣が必要と認めた人数分 

（４） 簡易陰圧装置 

4,320,000 円×厚生労働大臣が必要と認めた整備病床 

数 

（５） 簡易ベッド 

51,400 円×厚生労働大臣が必要と認めた台数 

（６） 体外式膜型人工肺及び付帯する備品 

21,000,000 円×厚生労働大臣が必要と認めた台数 

（７） 簡易病室及び付帯する備品 

厚生労働大臣が必要と認めた実費相当額 

 （８） HEPA フィルター付き空気清浄機（陰圧対応可能なもの

に限る） 

 新型コロナウイルス感染症患者を受け

入れた実績があり、G-MIS 上に実績及び

受入可能病床数等の入力を行う新型コロ

ナウイルス感染症患者入院医療機関の設

備を購入するための需用費（消耗品費）、

備品購入費、使用料及び賃借料、補助及び

交付金 

（ただし（６）の整備は、新型コロナウイ

ルス感染症患者に対し使用する場合に限

るものとする。） 

なお、入院医療機関における（１）から

（７）までの整備にあっては、感染症病床

（陰圧機能を有するものに限る。）以外の

病床に設置する設備を購入するために必

要な備品購入費とする。 

 

入院医療機関に患者を搬送する消防機

関が新型コロナウイルス感染症患者等を

搬送する際に使用するため整備した個人
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１施設当たり 905,000 円 

（９） HEPA フィルター付きパーティション 

205,000 円×厚生労働大臣が必要と認めた台数 

（１０）消防機関において、新型コロナウイルス感染症患者等

を搬送する際に使用する個人防護具 

3,600 円×厚生労働大臣が必要と認めた人数分 

 （１１）消防機関において、新型コロナウイルス感染症患者等

を搬送する際に使用するために整備した個人防護具に

係る廃棄費用 

     厚生労働大臣が必要と認めた実費相当額 

防護具に係る需用費（消耗品費）、委託費 

なお、消防機関においては、（１０）及

び（１１）のみが補助対象経費となる。 

（ただし（１１）は、令和５年５月８日

から令和５年９月３０日の間に要した費

用に限るものとする。） 

※簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであっ

て、新型コロナウイルス感染症患者等に入院医療を提供する病室をいう。 

 

※令和２年度、令和３年度、令和４年度、令和５年４月１日から９月３０日までに本事業による補助を

受けた医療機関は、病棟単位（区画単位）による対応から病室単位による対応に伴い新規に必要とな

る設備及び個人防護具以外は対象外とする。 

 

※個人防護具は、令和５年１０月１日から令和６年３月３１日までに整備したもので、「新型コロナウ

イルス感染症の令和５年 10 月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」（令和

５年９月 15 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡）で規定する「対象期間」に使

用するものに限る。 

 

 （交付の申請） 

第３ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第１号によるものとし、そ

の提出は知事が定める日までとする。 

 

 （交付申請書添付書類） 

第４ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおり

とする。 

（１）宮城県新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関等設備整備事業計画書（別紙１） 

（２）見積書の写し等 

（３）その他参考となる書類 

 

 （交付の条件） 

第５ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）次に掲げる補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除 

く。）をする場合には、別記様式第２号により知事の承認を受けなければならない。 

  ア 購入価格が単価５０万円以上の品目及びその数量 

  イ 病床数 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第３号により知事の承認を受ける 
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こと。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、 

速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

（４）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で価格が単価５０万円以上の機械、器具及び

その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１

項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受

けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又

は廃棄してはならない。 

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとする場合においては、別記様

式第４号により知事の承認を受けなければならない。この場合にはその収入の全部又は一部を県

に納付させることがある。 

（６）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な 

管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

（７）補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に 

ついて証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は 

廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておか 

なければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の 

財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助事業等に 

より取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成２０年厚生労働省告示第３８４号） 

に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

（８）入院医療機関において、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。） 

は、別記様式第５号により、補助事業完了日の属する年度の翌々年度４月３０日までに知事に報 

告しなければならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であっ 

て、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方

消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこ

と。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県

に返還しなければならない。 

（９）補助事業者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど都道府県

が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。 

（10）この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金並びにお年玉付き郵便葉書

等寄付金配分金、又は、公益社団法人ＪＫＡ若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受

けてはならない。 

 

 （実績報告） 

第６ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式第６号によるものとし、

その提出期限は補助事業の完了の日から起算して１月を経過した日（第５（２）により補助事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受けた日から１月を経過した日）又は翌年度

の４月１０日のいずれか早い日（事業全体に対し補助金が概算払で交付された場合は翌年度の４月２
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０日）とする。 

２ 入院医療機関において、第３の規定により補助金の交付を申請した者は、前項の補助事業実績報告

書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合

は、これを当該補助金から減額して報告しなければならない。ただし、報告時において当該消費税及

び地方消費税仕入控除税額が明らかでない場合にあっては、この限りではない。 

 

 （実績報告書添付書類） 

第７ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のと

おりとする。 

（１）宮城県新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関等設備整備事業実績報告書（別紙２） 

（２）納品書の写し又は領収書の写し等及び写真 

（３）その他参考となる書類 

 （補助金の交付方法） 

第８ 補助金は、規則第１３条に規定する額の確定後において交付するものとする。ただし、知事は、

事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第１５条ただし書の規定により補助金を概算払により

交付することができるものとし、その請求書の様式は、別記様式第７号によるものとする。 

 

 （書類の提出部数） 

第９ この要綱により知事に提出する書類の提出部数は各１部又は電子データによるものとする。 

 

   附 則 

 １ この要綱は、令和２年２月１日から施行し、令和元年（平成３１年）度予算に係る補助金及び当

該年度内に実施された補助事業に適用する。 

 

   附 則 

 １ この要綱は、令和２年２月２５日から施行し、令和元年（平成３１年）度予算に係る補助金及び

当該年度内に実施された補助事業に適用する。 

 

附 則 

 １ この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度予算に係る補助金及び当該年度内に実施

された補助事業に適用する。 

 

附 則 

 １ この要綱は、令和３年１月４日から施行し、令和２年度予算に係る補助金及び当該年度内に実施

された補助事業に適用する。 

 

附 則 

 １ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度予算に係る補助金及び当該年度内に実施

された補助事業に適用する。 
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附 則 

 １ この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度予算に係る補助金及び当該年度内に実施

された補助事業に適用する。 

 

附 則 

 １ この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度予算に係る補助金及び当該年度内に

実施された補助事業に適用する。 

 

附 則 

 １ この要綱は、令和５年５月８日から施行し、令和５年度予算に係る補助金及び当該年度内に

実施された補助事業に適用する。  

附 則 

 １ この要綱は、令和５年１０月１日から施行し、令和５年度予算に係る補助金及び当該年度内

に実施された補助事業に適用する。  

 


